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「放射性医薬品を投与された患者の退出について」の 

一部改正について（通知） 

 

 

このことについて、別添のとおり厚生労働省から通知がありました。 

内容は、今般、PSMA陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌に対する放射性医

薬品が薬事承認を受けたことに伴い、当該医薬品を投与された患者が放射線治療病室

等から退出するに当たっての基準が新たに必要となりました。 

このため、「放射性医薬品を投与された患者の退出について」（平成 10 年６月 30 日

付け医薬安発第 70号厚生省医薬安全局安全対策課長通知）の別添「放射性医薬品を投

与された患者の退出に関する指針」の一部を添付のとおり改正されたことを周知する

ものです。 

つきましては、内容について御了知いただくとともに、貴会会員への周知をお願い

します。 

なお、保健福祉事務所及び中核市保健所あて別添のとおり通知しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

担 当：医療政策課企画管理係 宮坂 

電  話：026-235-7145（直通） 

    026-232-0111（代表）内線 2681 

E-mail：kikaku-kanri@pref.nagano.lg.jp 


